
 株式会社日本キャンパック  様         

 

 あなたの実施した森林整備により 

 森林が吸収するCO2は次のとおりです。 

令和４年度   

令和５年７月３１日 

群馬県知事 

様式第１号（その２） 

山本一太 



＜裏面＞  
 
１ 森林整備の根拠となる協定等  
（１）名称 県有林整備パートナー事業実施協定書 
（２）期間    令和  ３年６月 １日 から 令和  ８年５月３１日 まで  
 
２ 森林整備の内容及び CO2 吸収量  

 
整備対象森林  
の所在地  
 

 
CO2   
吸収量  

 
樹  種  
 

 
林  令  
 

 
森林整備  
 の種類  

 
整  備  
面  積  

 
実  施  
年  度  

 
備考  
 

 
赤城県有林  
（前橋市）  
92 林班  
68-2 小班  
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県営  
 
 

 
  合 計  
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留意事項 

①CO2 吸収量は、協定等にもとづいた森林整備が対象になります。 

②各整備対象森林について、計画実施年度時から協定等の終期までの期間（計画実施年

度を含み最長 10 年を限度とする）を対象に算定したものです。 

 

３ 認証書の利用に関する事項 

（１）この認証書は、社会貢献活動の証として群馬県が森林の CO2 吸収量を評価・認証

するものです。広報活動にご利用ください。 

（２）この認証書は第三者に販売又は譲渡することはできません。 


